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ド
ユ
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ッ
プ
を

*

し
す
る
フ
エ
ヒ
ヤ
ン
*ソ

サ
イ
チ
ー
が
一
八
八
3
年
ょ
ゎ
キH

I

に
至
る
ま
で
の
事 

業
はI

言
に
し
て
之
を
盡
せ
ぱ
英
國
人
に
向
て
グ
.ラ
ト 

ス
ト
-

—

ン
の
英
國
よ
り
ロ
イ
ド
®
ジm

'~

ジ
の
英
國
に 

巡
る
可
き
跟
掀
を
與
ふ
る
事
.に
あ
ゥし

"/」

云
ふ
を
得
可 

し
。
而
し
て
彼
等
は
大
體
に
於
て
其
志
す
方.

S

に
與
論 

を
脂
導
す
る
事
に
成
功
し
れ
る
も
の
、
如
し
。
彼
等
は 

千
九
百
六
年
以
後
自
山
黨
內
照
の
手
に
依
て
其
の
所
謂 

「

國
民
的
最
小
服」

の
政
策
、救
貧
に
代
ゆ
る
に
防
貧
め
原

.則
を
以
て
す
る
方
劍
の
着
々
狹
月
せ
ら
ぶ
、
を
見
れ
b
o 

ロ
.ィ
ド
®
ジ
..0 
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ジ
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人
は
.ゥ

\

 

..
タ

の

著

~.英
國
激

f
t會
政
策J 

0
^
Q 

neuere englisclie

, 

CDOZialpolitik v
o
n

 

H
.

 

Walser 

19.14)

の
序
文
に
於
て
®
時
の
社
#
政 

策VJ

新
し
き
社
會
政
策
ご
を
比
較
し
、
新
社
會
政
策
の 

特
色
は
®
時
の
失
れ
が
綱
縫
的
な
る
に
對
し
て
根
本
的 

i 
る 
一
 Z 
あ
.り
ざ
云
ひ 

It is the preventive as custln- 

めuished from the palliative wide 

o
f
* 

social 

力oliay 

that the present government lias specilly striven

、d 

emphasize. 
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Iven 

け0 our wocial 

legislation- 1:Ms 

direction 
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unauestionably determine that legislation for a long" 

time to 

come. 
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し
云
へ
ね
。
之
れ
賞
にH

ッ
プ
等
が

成
は
救

®
.法

調

森

委

員

ル

數

t

又
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防

貧

論

」

に

於 
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主

張

す

る

所

に

あ

ら

す

や

0
.さ
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ク
エ
，ピ
ヤ
ン
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サ
ィ
チ
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は
最
近
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.至
る
ま
で
フ
エ
，ビ
ヤ
ン
小
を
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列

し

そ

主

義

宣

傅

に

努

め

來

も

し

が

.
"
千

九

百

十

三

年
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至

り

て

新

に

調

森

辩

を

設

け

H

ッ

フ

失

妻

導

ら

あ

银

に
常
り
て
職
工
組
合
生
産
組
合
消
費
組
合
市
營
事
業
.等 

諧
問
題
に
圓
す
る
精
密
.な
，
る

研

览

を

進

め

旣

に

數

囘

に 

直

K
Vて

其

調

査

研

究

の

結

し

英

國

に

於

け

る

 

社
,
旧
題
の
研
梵
者
に
信
爐
す
可
き
材
料
を
供
給
し
來 

り

し

が

憐

戰

以

来

更

に

戰

$
^
,
に

刷

係

ぁ

る

經

濟

財

政

社

旧
®
の
調
査
に
着
手
し
のF

a
b
i
a
n
i
s
m

見
地
ょro

戰 

後
如
何
に
し
て
財
政
，̂
整
理
す
可
&
か
又
新
し
き
W
政 

の
某
-碰
を
作
る
货
め
如
何
に
國
民
經
濟
の
改
造
を
行
ふ 

可
き
か
の
案
を
定
め「

戰
費
支
辨
の
遂
如
何」
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o
w

 to 

p
a
y

 for the 

W
a
r

み
®
し
、
大
藏
大
に
對
す
る
意
息： 

，
ご
し
て
之
を
公
表
し
れ
.

余
は
ま
だ
其
？̂
:交
を
手
.i 

に

せ

ざ

れ

ど

も

近

着

め

雑
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n
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s
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の

機

關

，紙

た
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り)

じ
依
す
略
其
®
槪
を
窺
ふ
事
を
得
れ
ぅ
。
就
て
見 

る
に
ま
案
報
本
的
に
し
て
M

普
通
の
財
政
技
術
論
ご 

些
か
選
を
‘異
；̂
し
單
に
政
府
は
如
何
に
し
て
政
.府
戦
費 

を
支
辨
す
可
.き

の

間

題

ょ

り

も

：寧

ろ

重

き

を

.

如
？̂
に
し 

て
國
民
經
濟
が
此
經
S
を
資
擔
し
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可
き
や
め
點
に
廣

访
十
侮
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上
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引
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平
時
则
政
の
ま
與
ニ
億
相
.合
し
て
緒
局
一
ギ
の
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費
は
約
®
億
五
千
蒋is..

に
上
る
も
の
i
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侧
せ
ざ
る
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ら

す
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何
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費
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辨
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か
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of.the 

Exchequer 

の
愉
決
サ
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る
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間
邀
な
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旣
に
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な
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政
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を
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し
て
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決
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可
く
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に
大
な-=v
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に
能
.目

の

選
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视
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の

丄

，
下

を

以

て

し

て
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決
す
可
ら
す0 

M
に
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く
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ん
で
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政
の
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經
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等
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か

十

艇(
r
r
f
^
^
l
l
o
.

，雜

錄

英
旧
戦
後
财
政
，吹

革

の

一

案

觉

十j

號
：

か
の
改
造
を
加
.ふ
る
に
非
す
ん
ば
：到
底
綱
縫
に
止
i
る 

可
し
。>v
ッ
プ
は
能
く
之
を
見
た
b
。
左
れ
ぱ
日
く
此
新 

資
擔
に
靡
す
可
き
有
效
な
る
方
法
は
國
民
全
體
を
一
層 

生
廣
的
な
ら
し
む
る
事
の
外
に
あ
る
J
な
し
。
單
に
® 

眺
の
案
配
を
以
て
戰
費
を
支
辨
せ
ん
と
す
る
も
何
等
の 

效
ぁ
.る
可
さ
に
非
す
i
o :
彼
等
の
主
張
す
る
改
革
五
ケ 

條
の
中
純
然
た
る
財
政
上
の
改
革
は
僅
か
に
其
一
ケ
條 

に
±
も
ゥ
他
の
明
ケ
條
は
悉
ぐ
財
政
上
の
改
苹
な
る
i 

同
時
に
經
濟
組
織
の
原
則
的
改
造
な
る
こ
i
故
な
き
に 

非
ざ
る
な
り
。
其
五
ケ
條
を
列
記
す
れ
ぱ(

1
)

郵
便
行 

政
の
改
報(

ニ)

繊
道
蓮
河
の
画
營(

三)

石
炭
供
給
の
國 

營(
n
)

生
命
保
險
業
國
營
及
び(

五)

所
得
税
の
大
改
革 

基
な
り
。

■

與
國
に
於
け
，る
郵
便
事
務
の
範
圓
は
十
九
世
紀
ホ
葉 

に
於
け
る
國
家
非
干
®

主
義
の
影
響
を
受
け
、
極
め
て
. 

狭
く
局
眼
せ
ら
る
。
例
へ
ぱ
今
日
®
便
局
が
銀
行
事
胳 

を

營

.
む

事

を

得

す

と

せ

.
、
ら

•

る

が

*
^
き
は
其
-
‘

I

俠
に
し 

て
市
中
銀
行
の
利
害
を
儉
り
に
®

視
し
れ
る
の
結
果
な

b
. 

o 

；

今
此
制
1

做

去

し

パ

普

：通

銀

行

じ

，於

け

る

i

同
 

じ

く

郵

便

局

の

预

金

に

：對

し

..て
，小

.

切
手
を
振
出
す
の
侦
. 

法
を
許
す
時
は
中
流
下
層
階
級
め
之
が
游
め
.に
受
く
る 

便
益
は
勘
少
な
ら
ざ
る
も
の
あ
P

マ

同
時
に
之
に
依
て 

貸
の
使
用
を
節
約
し
從
で
大
に
：貯
菩
を
獎g

す
る
の 

效
6
る
可
し
。
殊
に
摩
人(

少
く
も
！：

g

共
圓
體
雇
人) 

に
對
す
る
支
拂
を
郵
便
局
頸
金
を
以
て
決
濟
す
る
のin 

慣
を
酬
致
す
る
時
は
其
效
用
必
す
大
な
る
も
の
あ
ら
ん 

，郵

便

局

が

爲

す

可

き

今

1

ツ
の
仕
事
は
適
當
な
る
送
命 

事
務
を
行
ふ
事
に
依
て
國
際
通
貨
を
供
給
し
之
を
以
て 

瑰
在
行
は
る
\
腐
截
手
形
若
く
は
送
金
手
形
に
換
へ
、
 

以
て
國
際
的
送
金
の
安
全
確
：實
を
勘
す
る
事
是
な
b
。
 

開
戰
前
後
に
於
て
偷
欽
金
融
市
®

が

％

ど

死

に

®

し
れ 

る
は
實
に
海
外
ょ
り
の
送
金
杜
絕
し4:̂

る
が
健
め
に
し 

て
當
時
旣
に
此g

題
に
對
す
る
論
議
喧
し
く
"
,へへNe

w

 

stasesBen、'

、
紙
上
に

は
卑
く
も
之
i

主
3ほ
を
同
ふ

す

る 

提
離
を
な
す
も
の
あ
-
キ̂
ザ
I
ス
の
如
き
專E

!

家
の
之 

に
對
す
る
®
.論
も
之
あ
-

し

が

"

今

囘

の

案

は

郵

便

局

f

i

r

の
手
に
依
て
國
際
贷
替
の
動
播
を
防
ぐ
上
に
如
何
な
る 

用
意
を
な
し
た
ひ
や
.。
.韻
細
は
末
だ
知
る
に
出
な
し
。

郝
便
局
の
改
ょ
ゥ
も
搭
か
に
重
大
な
る
は
繊
道
及 

ぴ
淚
坑
の
H
有
國
營
な
る
が
.此

二

者

は

共

に

フ

.

.
ピ
ャ 

ン
。
ツ
サ
ィ
チ
ー
年
來
の
主
張
に
し
て
旣
に
世
上
に
論 

識

ら

る

、
こ
i

年

あ

り

。

英

國

鐵

.道

線

監

督

の

必

要 

ご
航1

の
便
禾
i
は
彼
等
の
切
論
レ
て
止
ま
ざ
る
處
に 

し
て
此
黯
に
就
き
て
は
論
譲
路
ぱ
盡
き
た
る
が
加
し
。
 

れ
い
今
日
フ
プ
ピ
ャ
ン
.の

主

張

が

從

ま

ょ

.
=
^
も

世

問

の 

倾
聽
を
博
す
可
し
i
想
像
せ
ら
る
、
®
t
oのI

は
開
戰 

以
来
英
國
鐵
鑑
が
霉
隙
取
雷
品
輸
送
の
必
要
上
事
實
に 

於
て
儉
毅
國
有
に
近
き
程
度
ま
で
政
府
の
爐
營
を
赞
け 

ウ
、
あ
る
の
一
事
な
b

o
之
あ
る
が
®
に
戰
後
鐵
道
國 

ぜ
の
間
®
,は
架
.{八-一
論4^

る
桃
を
股
し
ヤ
旣
に
充
分
利
害
.
 

の
實
驗
を
閱
み
し
た
.る
事
實
問
題
i
し
て
取
极
は
る
、 

事

な

ら

ん

。
.，
過

去

ニ

年

間

の

假

國

有

に

依

て

英

國

政

府 

は
如
何
な
る
敎
訓
を
學
び
しか

-*"

吾
人
の
速
か
に
知
ら 

ん
i
欲
す
る
所
な
.

CS。

.炭
桃
の
國
有
に
蘭
し
て
铁
も
吾

娘

十

怨(
！

五
九
七)

雑

人
の
與
味
をHF

く

は

國

家

及

：び

自

治

體

を

し

て

石

炎

の 

採
掘
分
配
，小
賣
の
任
に
當
ら
し
め

.

而
し
て
自
家
ぶ
の
石 

炭
はr

年
を
通
じ
て
全S

其
價
格
を一
定
す
る
事
C 

嚼一

十
志
し
宛
も
郵
税
の！

定
せ
る
が
如
く
な
ら
し
め 

ん
と
す
‘る
の
立
案
な
シ
。
英
國
に
於
て
石
炎
は2

1
®

生
. 

链
及
びH

業
の
必
需
品
る
i
共
に
®
要
な
る
輸5

3
品 

の
第r

に
位
す
。
若
し
石
炭
.の
供
給
何
等
か
の
照
旧
に 

.依
"
て
整
調
を
失
す
る
時
はH

業
並
に
日
常
生
®
の
基 

碟

は

厲

め

に

.安

全

を

傷

け
ら
れ
'ざ
る
を
得
す
。
躲jsrjT 

ン
ド
レ
ツ
ドH

ィ
ト
に
就
き
三
片
騰
貴
す
る
時
は
4:̂̂
國 

の
社
.會
全
：體
はi

碌
に
就
I

一
志
六
片
.の
所
得
靴
を
課 

せ

ら

る

と

同

じ

資

擔

を

被

る

'可

し

i

云
ふ

。

さ
れ
ぱ 

炭
坑
を
報
人
の
所
有
經
營
.に
委
し
、
恣
.に
炭
®
を
左
右 

せ
し
む
る
に
對
し
ヤ
抗
議
す
可
き
も
の
あ
る
は
當
然
な
，
 

ク

0

而

し

て

：石

炭

採

掘

禅

(

今

日

英

國

に

は

ニ 

！

千
！ニ
W 

の
淚
坑
あ
り
約
千
五
百
：の
會
社
‘の
所
有
に
風
し
年
々
の 

廣
額1

r

億
八
千
七
：白
廣
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